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徳
島
県
告
示
第
二
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関
と
し

て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
元
年
五
月
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

名

称

所

在

地

開

設

者

指
定
年
月
日

山
本
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

小
松
島
市
中
郷
町
字
桜
馬
場
四

医
療
法
人
山
本
歯
科
ク

平
成
三
十
一
年

七
―
一

リ
ニ
ッ
ク

四
月
一
日

オ
リ
ー
ブ
薬
局
阿
南
店

阿
南
市
日
開
野
町
谷
田
五
一
一

株
式
会
社
Ｓ
Ｏ
Ｌ

同

―
九



徳
島
県
告
示
第
二
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
機

関
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
元
年
五
月
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

名

称

所

在

地

開

設

者

廃
止
年
月
日

山
本
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

小
松
島
市
中
郷
町
字
桜
馬
場
八
―

医
療
法
人
山
本
歯
科

平
成
三
十
一
年

七

ク
リ
ニ
ッ
ク

三
月
三
十
一
日

オ
リ
ー
ブ
薬
局
阿
南
店

阿
南
市
日
開
野
町
谷
田
五
一
一
―

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン

同

九

ウ
ッ
ド



徳
島
県
告
示
第
二
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
機

関
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
元
年
五
月
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

名

称

主
た
る
事
務
所
の

指
定
に
係
る

指

定

に

係

る

廃

止

年

月

日

所

在

地

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

地
方
独
立
行
政

鳴
門
市
撫
養
町
黒
崎
字

徳
島
県
鳴
門
病
院
訪
問

鳴
門
市
撫
養
町
黒
崎
字

平
成
三
十
一
年
三
月
三

法
人
徳
島
県
鳴

小
谷
三
二

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

小
谷
三
二

十
一
日

門
病
院



徳
島
県
告
示
第
二
十
九
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
元
年
五
月
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者

指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

廃
止
の
届
出

廃

止

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

の

受

理

日

年

月

日

社
会
福
祉
法
人
有
誠
福

名
西
郡
石
井
町
石
井
字
石
井
一

名
西
地
区
在
宅
障
害
者

名
西
郡
石
井
町
石
井
字
石
井
城

地
域
移
行
支
援

平
成
三
十
一
年

平
成
三
十
一
年

祉
会

九
九
四
番
地

生
活
支
援
セ
ン
タ
ー

ノ
内
五
六
三

地
域
定
着
支
援

二
月
二
十
八
日

三
月
三
十
一
日

株
式
会
社
ホ
ー
ム
ケ
ア

徳
島
市
北
矢
三
町
一
丁
目
一
―

ホ
ー
ム
ケ
ア
べ
ん
り
堂

徳
島
市
北
矢
三
町
一
丁
目
一
―

同

同

同

べ
ん
り
堂

一
五

支
援
セ
ン
タ
ー

一
五



徳
島
県
告
示
第
三
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改

良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
元
年
五
月
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

土

地

改

良

区

の

事

務

所

の

所

在

地

及

び

名

称

認

可

年

月

日

阿
南
市
中
林
町

平
成
三
十
一
年
四
月
五
日

阿
南
東
部
土
地
改
良
区



徳
島
県
告
示
第
三
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改

良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
元
年
五
月
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

土

地

改

良

区

の

事

務

所

の

所

在

地

及

び

名

称

認

可

年

月

日

勝
浦
郡
勝
浦
町

平
成
三
十
一
年
四
月
十
日

大
井
堰
土
地
改
良
区



徳
島
県
告
示
第
三
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改

良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
元
年
五
月
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

土

地

改

良

区

の

事

務

所

の

所

在

地

及

び

名

称

認

可

年

月

日

三
好
郡
東
み
よ
し
町

平
成
三
十
一
年
四
月
十
日

昼
間
足
代
土
地
改
良
区



徳
島
県
告
示
第
三
十
三
号

次
の
者
の
申
請
に
係
る
徳
島
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
元
年
五
月
十
五
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

申
請
人
の
住
所
及
び
氏
名

地

区

名

工

事

の

完

了

年

月

日

小
松
島
市
赤
石
町
字
緑
松
八
番
地
一

坂
野
二
期
地
区

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
五
日

青
木
正
廣
ほ
か
二
十
名


